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【手続補正書】
【提出日】平成23年1月20日(2011.1.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　炭化水素を輸送するためのパイプライン接合部を構築する方法であって、
　前記パイプラインに加わると予測される荷重に基づいて、前記パイプラインのための歪
みベースの設計を行うステップと、
　前記歪みベースの設計に基づいて、前記パイプラインの全体塑性歪みを予測するステッ
プと、
　主にフェライト特性を有する材料から製造される二つの管材部分を供給するステップと
、
　前記予測される全体塑性歪みに持ちこたえるように設計される溶接接合部を形成するた
めに、主にオーステナイト特性を有する材料によって前記二つの管材部分を接合するステ
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ップと、
　前記溶接接合部、および、炭化水素を輸送するための前記二つの管材部分を使用するス
テップとを含む方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法において、前記溶接接合部は、０．５％を超える全体塑性歪みに
持ちこたえるように構成される方法。
【請求項３】
　請求項１に記載の方法において、前記溶接接合部は全体塑性歪みに持ちこたえるように
構成され、１５０ｍｍ2を超える欠陥領域を含む溶接欠陥が存在する方法。
【請求項４】
　請求項１に記載の方法において、前記接合には溶接プロセスが含まれる方法。
【請求項５】
　請求項１に記載の方法において、前記主にオーステナイト特性を有する材料は耐食合金
（ＣＲＡ）を含有する方法。
【請求項６】
　請求項１に記載の方法において、前記主にオーステナイト特性を有する材料は、ＥＮｉ
ＣｒＭｏ－４、ＥＮｉＣｒＭｏ－６、ＥＮｉＣｒＭｏ－１４、ＥＮｉＭｏ－３、Ｅ３１０
、Ｅ３０８、Ｅ３１６、Ｅ２２０９、Ｅ２５５３、またはこれらの任意の組み合わせから
なる群から選択される材料を使用して作製される溶接材料を含む方法。
【請求項７】
　請求項１に記載の方法において、前記二つの管材部分は、ＡＰＩ５ＬグレードＸ５２、
Ｘ５６、Ｘ６０、Ｘ６５、Ｘ７０、Ｘ８０、Ｘ１００、Ｘ１２０およびこれらの任意の組
み合わせからなる群から選択される材料を含む方法。
【請求項８】
　請求項１に記載の方法において、最終的な接合をする前に二つの部分の一方の用意され
た表面上にＣＲＡ溶接材料の層をバターリングすることで溶接品質を高めるために、接合
する前に前記二つの管材部分の一方の少なくとも一端を用意するステップをさらに含む方
法。
【請求項９】
　請求項１に記載の方法において、主にオーステナイト特性を有する材料によって前記二
つの管材部分を接合する前に、さらに主にフェライト特性を有する材料によって前記二つ
の管材部分を事前に接合するステップを含む方法。
【請求項１０】
　請求項１に記載の方法において、前記二つの管材部分は、クラッド材料から形成される
管状部材を含む方法。
【請求項１１】
　請求項１に記載の方法において、前記主にオーステナイト特性を有する溶接材料の降伏
強度は、前記管状部分の降伏強度の少なくとも１０％未満である方法。
【請求項１２】
　請求項１に記載の方法において、溶接材料は引張強度に対する降伏強度の比が０．７５
未満である方法。
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